
夢5 ガたをチャレンジを邑辞す若者筈への．支度   

働く人一人一人が職業生活の各段階で再チャレンジができ、その能力や持ち味を  

十分発揮することが可能となる社会を実現するため、年長フリーター等に対する常  

用就職支援など、若者の人間力の強化と働く意欲の向上をはじめ、女性の意欲・能  

力を活かした再就職・起業の実現や障害者の職業的自立、リストラによる退職者の  

再就職など、様々な事情に応じた再チャレンジにきめ細かな支援を行う。  

1 若者の人間力の強化と働く意欲の向上   310億円（323億円）  

（1）フリーター25万人常用雇用化プランの推進  218億円  

○ 年長フリーターに対する常用就職支援  40億円  

・年長フリーターに対する「再チャレンジ機会拡大プラン」の実施（新規）  

「ジョブクラブ（就職クラブ）」方式でセミナー、経験交流、グループワーク  

等を実施することによる常用就職の支援や、年長フリーターを正社員として雇用  

する企業に対する支援措置等により、年長フリーターの常用就職を支援する。   

「年長フリーター自立能力開発システム」の整備（新規）   

年長フリーターの職業能力を判断するために企業実習を先行させる職業訓練シ  

ステムの創設や、業界の求める採用条件に適応するための職業訓練コースを開発・  

実施する「年長フリーター自立能力開発システム」を整備する。  

一15億円   ○ 就職意識の度合いに対応した効果的な常用就職支援   

・ ヤングワークプラザにおけるフリーター就職支援の推進  

希望職種が明確になっていないフリーターを対象に、「常用就職実現プラン」  

を策定し、同プランに基づき、個別の求人開拓や職業相談等計画的できめ細かな  

就職支援を実施する。   

フリーター常用就職支援事業の推進   

全国のハローワークにおいて、 「フリーター常用就職サポーター（仮称）」等の  

担当制による一貫した就職支援を実施する。   

ジョブカフェにおけるきめ細かな就職支援の実施   

若年者のためのワンストップサービスセンター（ジョブカフェ）において、職  

場定着を促進するための支援を行うとともに、各地域のジョブカフェが種互に連携  

を図りつつ就職支援を行うなど、若者の状況に応じたきめ細かな支援を実施する。  
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フリーター等若者に対する農業就業支援   

フリーター等若者に対し職業指導を通じて、農業で働くことについての意識の  

明確化を図るとともに、農業への就業を希望する者に対しては、情報提供や農業  

研修のあっせん等により農業への就業を支援する。  

○ 実践的な能力開発の実施  133億円  

・産学官の連携による「実務・教育連結型人材育成システム」の普及促進（再掲）  

若者の実践的で効果的な職業能力開発を支援するため、企業実習と座学を連結  

させた教育訓練の受講を促進するための体験講習や、実習先企業の開拓等企業や   

民間教育訓練機関の導入を促進することにより、実務・教育連結型人材育成シス  

テムの社会的定着を図る。   

若年者試行雇用事業の推進   

フリーターや学卒未就職者等について、早期の常用雇用の実現を図るため、若  

年者試行雇用事業を推進する。  

（2）フリーター・ニートをはじめとする若者の自立支援  26億円  

○ 地域若者サポートステーションの拡充強化  9．6億円  

ニート等の若者に対する地域の支援拠点としての地域若者サポートステーション  

について、メンタル面でのサポートが必要な若者に対してきめ細かい相談を行える  

よう、専門支援体制の強化を図るとともに、箇所数を拡充する。  

25か所 一→ 50か所  

O 「若者自立塾」事業の推進  10億円  

合宿形式による集団生活の中で、生活訓練、労働体験等を通じて、若者に働く自   

信と意欲を付与する「若者自立塾」事業を推進する。  

25か所 → 30か所  

○ 若者の自立支援に功績のある団体等に対する厚生労働大臣表彰等の支援   

（新規）  23百万円  

若者が自立・チャレンジする機運を社会全体として高めるため、職業的自立の実   

現に顕著な功績が認められる企業、個人、団体に対し、厚生労働大臣表彰を行うと   

ともに、表彰者等が意見交換を行うフォーラムを開催する。  
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（3）学生から職業人への円滑な移行の支援  57億円  
○ 高校生向け就職ガイダンスの実施  4．9億円  

職業への理解促進、就職活動の仕方などに関する講習を行う「就職ガイダンス」  

について、常用就職者とフリーターとの賃金や生活面での格差の実態等フリーター  

化の防止に資する内容を盛り込むなどの内容の再編を図るとともに、就職希望者が  

多い学校の希望者にガイダンスが実施できるよう支援する。  

○ 若者向けキャリア・コンサルティングの普及促進  40百万円  

若者の職業キャリアの円滑な形成を促進するため、若者向けキャリア・コンサル   

タントに必要な能力要件についてニート等の自立も含めた課題にも対応できるよう   

見直しを行う。  

（4）現場の戦力となる若者の育成（再掲）  78億円   

O 「実践型人材養成システム」の普及促進（新規）  3．7億円  
中′ト企業及び新規高卒者等に対し「実践型人材養成システム」（実習併用職業訓  

練）を普及・定着させるため、地域の事業主団体による先導的なモデル事業を実施  

し、その成果を全国に普及させるとともに、同システムに取り組む認定職業訓練施  

設や事業主等に対する支援措置を創設する。  

○ 産学官の連携による「実務・教育連結型人材育成システム」の普及促進  

74億円  

若者の実践的で効果的な職業能力開発を支援するため、企業実習と座学を連結さ   

せた教育訓練の受講を促進するための体験講習や、実習先企業の開拓等企業や民間   

教育訓練機関の導入を促進することにより、実務・教育連結型人材育成システムの   

社会的定着を図る。  

（5）複線型の応募機会の拡大に向けた取組の推進  5億円  
複線型採用の導入や採用年齢の引き上げについての好事例の提供、経営トップへの   

働きかけ、法的整備等の取組を行うとともに、学生職業センター等における求人企業   

への働きかけにより、若者の応募機会の拡大に向けた取組を推進する。  
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2 女性の意欲・能力を活かした再就職・起業の実現  
27億円（19億円）  

（1）マザーズハローワークの機能強化とマザーズハローワークサービスの全   

国展開  20億円  

マザーズハローワークにおいて、 子育ての状況や職業上のブランクの長短等個々の   

事情に応じたきめ細かな職業相談・求人確保等を行うとともに、未設置県の主要なハ   

ローワークにおいても「マザーズサロン（仮称）」を設置して同様のサービスを展開し、   

子育てする女性等に対する就職支援の充実を図る。  

（2）再チャレンジ女性の企業における活躍の場の拡大  4．9億円  

出産・育児で離職した女性が再就職に向けた計画的な取組を行えるよう相談・助言   

を充実するとともに、再チャレンジのモデルとなるような企業のノウハウの収集・提   

供やインターンシップ（再チャレンジ職場体験）の導入等を行い、企業による再チャ   

レンジ女性の積極的活用を促進する。  

（3）女性の起業に対する支援の拡充  2．6億円  

起業について総合的情報提供を行う専用サイトの運用を開始し、メンター（先輩の   

助言者）紹介サービスを拡充するとともに、子育てする女性が起業する場合、その要  

した費用の一部を助成する制度を活用した起業支援を推進する。  

3 障害者の職業的自立に向けた就労支援の総合的推進  
139億円（138億円  

（1）雇用・福祉・教育の連携による就労支援の強化  23億円  

○ 関係機関のチーム支援による福祉的就労から一般雇用への移行の促進（新  

規）  71百万円  

ハロー ワークを中心に福祉等の関係者からなる「障害者就労支援チーム」による、  

就職の準備段階から職場定着までの一貫した支援を全国展開する。また、障害者の  

就労サービスに係るワンストップ相談窓口を全国47のハローワークに開設する。  

○ 障害者就業・生活支援センター事業の拡充  12億円  

障害者に対する就業及び日常生活に係る相談、助言等を実施する「障害者就業・   

生活支援センター」の設置箇所数を拡充する。  

110か所 一→ 135か所  
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○ 養護学校等の生徒とその親の一般雇用や雇用支援策に関する理解の促進  

55百万円  

養護学校等と連携し、生徒及びその親を対象に、一般雇用や雇用支援策への理解   

の促進を図るセミナー、事業所見学会、職場実習のための面接会を実施し、養護学   

校等の生徒の就職促進を図る。  

（2）障害の特性に応じた支援策の充実・強化  2．2億円  

○ 若年コミュニケーション能力要支援者就職プログラムの実施（新規）  

8！）百万円  

ハローワークにおいて、発達障害等の要因によりコミュニケーション能力に困難  

を抱えている求職者について、その希望や特性に応じた専門支援機関に誘導すると  

ともに、障害者向け専門支援を希望しない者については、きめ細かな就職支援を実  

施する。  

○ 発達障害者の就労支援者育成事業の拡充  13百万円  

発達障害者支援センターにおいて、医療・保健福祉・教育等関係機関の発達障害   

者支援関係者に対する就労支援ノウハウの付与のための講習等を拡充して実施する   

とともに、新たに、発達障害者と支援者による体験交流会を開催する。  

○ 医療機関等との連携による精神障害者の就労支援の実施（新規）  

47百万円  

ハロー ワークが医療機関等と連携して就職活動のノウハウ等を付与するジョブガ   

イダンスを実施するとともに、医療から雇用への移行を促す就労支援モデ′レを新た   

に構築することにより精神障害者の就労を支援する。  

（3）中小企業による雇用促進の取組への支援  44百万円  

○ 中小企業団体による障害者雇用の啓発・推進のためのモデル事業の実施  

（新規）  44百万円  

中′ト企業団体に委託して、障害者雇用に関する啓発セミナー、雇用管理改善等の  

ためのワークショップの開催、雇用好事例集の作成、相談窓口の設置等を行う。  

（4）障害者に対する職業能力開発の推進  59億円   

○ 一般校を含めた公共職業能力開発施設における障害者職業訓練の推進  

43億円  

障害者能力開発校における職業訓練に加え、一般の職業能力開発校において、知  

的障害者等を対象とした専門訓練を行うとともに発達障害者に対する職業訓練をモ  

デル的に実施する。  
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○ 地域の障害者支援機関を活用した実践的職業訓練の推進  15億円  

障害者の態様に応じた委託訓練を拡充するとともに、障害者の就労を支援する地   

域の社会福祉法人等が委託先企業を開拓するモデル事業を実施する。  

○ 障害者職業能力開発プロモート事業の拡充  55百万円  

政令指定都市において、公共職業能力開発施設と福祉施設、養護学校等の関係機   

関との連携体制を確立することにより、教育・福祉から職業訓練への移行を円滑に   

する仕組みを形成する事業を拡充する。  

3か所 → 6か所  

4 困難な状況を克服し、再就職を目指す人たちへの支援の実施  

159億円（91億円）  

（1）リストラ等による退職者の就職支援  32億円  

○ 再チャレンジプランナーの配置による計画的な求職活動支援  31億円  

ハローワ｝クに「再チャレンジプランナー」を配置し、自ら再就職の実現に向け  

た計画の策定が可能な者に対しては、計画策定の助言等を行い、それが困難な者に  

対しては、キャリアの自己点検、能力再開発、求職活動のノウハウの付与等の総合  

的な支援計画を策定するとともに、必要な支援への誘導等を行うことにより、計画  

的な求職活動を支援する。  

○ 民間事業者を活用した中高年不安定就労者の再チャレンジ支援（新規）  

1億円  

リストラによるショック等から精神的な悩みや不安を抱えたまま不安定就労を繰   

り返す中高年齢者等に対し、メンタル面や生活面の支援、就職後の職場適応・定着   

指導等の支援を、民間事業者に委託して実施する。  

（2）早期再就職の緊要度の高い求職者に対する専任の支援員による一貫した   

就職支援  33億円  

早期再就職の緊要度が高い求職者に対し、専任の支援員による一貫した就職支援を   

行うなど求職者の個々の状況に応じたきめ細かな就職支援を行う。  

（3）病気等のブランクを克服できる人事制度の柔軟化（新規）14百万円  

病気等で長期のブランクがあっても、元の職場で再び活躍、評価され、又は、他の   

職場に再チャレンジできるよう、調査等を実施し、その結果を踏まえ企業への働きか  

けを行う。  
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（4）生活保護や児童扶養手当を受給する者に対する就労支援の推進  

23億円  

生活保護や児童扶養手当を受給する者の自立支援プログラムの一環として、ハロー   

ワー・クと福祉事務所とが連携して就労支援を推進する。  

（5）刑務所出所者等に対する就労支援の推進  1．7億円  

法務省との連携の下、刑務所出所者等に対し、職業相談、職業紹介、求人開拓等を   

行うとともに、更生保護法人に委託して試行雇用奨励金の支給や職場体験講習を実施   

する等の就労支援を推進する。  

（6）「70歳まで働ける企業」の普及促進（新規）  22億円  

O 「70歳まで働ける企業」推進プロジェクトの実施  8．6億円  

「70歳まで働ける企業」の普及促進を図るため先進事例の収集・情報提供や人  

事処遇制度の見直しに対するアドバイス等を実施するとともに、事業主団体等によ  

る70歳までの高年齢者の一層の雇用に向けた取組等を支援する。  

O 「70歳まで働ける企業」に向けた定年引き上げ等の取組の促進  

14億円  

65歳以上への定年の引上げ等の導入を促進するため、これを実施した中′ト企業   

に対して支援を行うとともに、70歳以上への定年引上げ等を実施した場合には、   

さらなる支援を行う。  

（7）地域の労使による就職支援事業の推進  43億円  

就職困難者の雇用拡大を図るため、地域の労使の連携による試行雇用求人の開拓へ   

の支援を行うとともに、就職困難者が就労しやすいように就業規則等を変更し、試行   

雇用から常用雇用への受入れを行った事業主に対する助成制度を創設する。  
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屠β人打虜少＃会の」訝奈多厨夏克た少子此ガ．夢の  
藤倉彪を磨遭   

今般の新たな人口推計では、前回の推計よりも更に出生率が低下し、少子高齢化  

や人口減少が急速に進む、という厳しい見通しが示された。急速な人口減少は、経  

済産業や社会保障の問題にとどまらず、国や社会の存立基盤にかかわる問題である  

ため、出生率の低下傾向の反転に向け、「子ども・子育て応援プラン」や「新しい少  

子化対策について」を踏まえ、少子化対策を総合的に推進する。  

1 少子化の流れを変えるための働き方の見直し  

1，379億円（1，091億円）  

（1）子育てとの両立など仕事と生活の調和  1，352億円  

○ 長時間労働の抑制等仕事と生活の調和を図るための労働時間法制の見直し  

（新規）  2，5億円  

長時間労働を是正するための取組を実施した中小企業事業主に対する助成措置を  

創設する。また、長時間労働を抑制するとともに、健康を確保しつつ能力を十分に  

発揮できるような働き方を選択できるようにするため、労働時間法制を見直す。  

○ 労働時間等の設定の改善に向けた事業主による取組の促進   17億円  

労働時間が長い20歳代後半から30歳代の労働者の労働時間等の設定の改善に   

積極的に取り組む中小企業団体等に対する支援を充実する。  

○ 育児休業の取得促進のための育児休業給付の拡充  1，212億円  

育児休業の取得の促進を図るため、育児休業給付の給付率を休業前賃金の4（）％   

（うち、職場復帰後10％）から50％（同20％）に暫定的に引き上げる。  

○ 育児休業、子育て期の短時間勤務等の両立支援制度を利用しやすい職場風   

土づくりと事業所内託児施設の設置の推進  112億円  

両立支援制度を利用しやすい職場風土への改革に計画的に取り組む中小企業事業   

主に対する助成制度や、育児休業取得者等に対して企業独自の給付を行った事業主   

に対する助成制度を創設する。また、事業所内託児施設の設置・運営を行う中小企   

業事業主に対する助成措置及び代替要員を確保して育児休業を取得させる等の取組   

を行う事業主への助成措置の拡充を図る。  
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○ パートタイム労働者の均衡ある処遇や能力開発の推進（再掲）8．6億円  

・均衡ある処遇や能力開発の推進のための事業主への支援の充実  

中′ト企業事業主団体を通じ、事業主がパートタイム労働者の均衡ある処遇や能   

力開発を推進するための支援を充実するとともに、関係審議会の検討結果を踏ま   

え、パートタイム労働者と正社員との均衡確保対策を強化する。   

短時間正社員制度の導入促進   

業種別団体におけるモデル事業の実施により、適正な評価と公正な処遇の図ら  

れた短時間・短日勤務の正社員制度の普及を図る。  

（2）女性の意欲・能力を活かした再就職・起業の実現（再掲）   27億円  

○ マザーズハローワークの機能強化とマザーズハローワ→クサービスの全国  

展開  20億円  

マザーズハローワークにおいて、子育ての状況や職業上のブランクの長短等個々  

の事情に応じたきめ細かな職業相談・求人確保等を行うとともに、未設置県の主要  

なハローワークにおいても「マザーズサロン（仮称）」を設置して同様のサービス  

を展開し、子育てする女性等に対する就職支援の充実を図る。  

○ 再チャレンジ女性の企業における活躍の場の拡大  4．9億円  

出産・育児で離職した女性が再就職に向けた計画的な取組を行えるよう相談・助   

言を充実するとともに、再チャレンジのモデルとなるような企業のノウハウの収集・   

提供やインターンシップ（再チャレンジ職場体験）の導入等を行い、企業による再   

チャレンジ女性の積極的活用を促進する。  

○ 女性の起業に対する支援の拡充  2．6億円  

起業について総合的情報提供を行う専用サイトの運用を開始し、メンター（先輩   

の助言者）紹介サービスを拡充するとともに、子育てする女性が起業する場合、そ   

の要した費用の一部を助成する制度を活用した起業支援を推進する。  

2 若者の人間力の強化と働く意欲の向上（再掲）  
310億円（323億円）  

（1）フリーター25万人常用雇用化プランの推進  

○ 年長フリーターに対する常用就職支援  

○ 就職意識の度合いに対応した効果的な常用就職支援  

○ 実践的な能力開発の実施  

218億円   

40億円   

45億円  

133億円   
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（2）フt」－ター・ ニートをはじめとする若者の自立支援  26億円   

○ 地域若者サポートステーションの拡充強化  9．6億円   

O 「若者自立塾」事業の推進  10億円  

○ 若者の自立支援に功績のある団体等に対する厚生労働大臣表彰等の支援  

（新規）  23百万円   

（3）学生から職業人への円滑な移行の支援  

○ 高校生向け就職ガイダンスの実施  

○ 若者向けキャリア・コンサルティングの普及促進  

57億円  

4．9億円  

40百万円  

（4）現場の戦力となる若者の育成  78億円  

（5）複線型の応募機会の拡大に向けた取組の推進  5億円  

地域の子育て支援の推進  4，034億円（3，812億円）  

（1）すべての家庭を対象とした地域子育て支援対策の充実  654億円  

○ 地域の特性や創意工夫を活かした子育て支援事業の充実  

（次世代育成支援対策交付金（ソフト交付金））  365億円  

様々な子育て支援事業について、「子ども・子育て応援プラン」で掲げた目標の  

達成に向けた着実な推進を図るとともに、新たに生後4か月までの全戸訪問の実施  

等に取り組む。  

（対象となる主な事業）  

・生後4か月までの全戸訪問（こんにちは赤ちゃん事業）  

・子育てパパ応援事業  

・病児・病後児保育事業  

・子育て短期支援事業  

・ファミリー・サポート・センター事業  

・延長保育促進事業  

・育児支援家庭訪問事業  
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○ 地域における子育て支援拠点の拡充  84億円  

地域における子育て支援の拠点となる、つどいの広場事業と地域子育て支援セン   

ター事業を再編し、児童館の活用も図りながら、子育て支援拠点の拡充（「子ども・   

子育て応援プラン」の平成21年度目標値6，000か所の前倒し実施）を図る。  

18年度  19年度  

4，133か所  →   6，138か所  

○ 次世代育成支援対策に資する施設の整備  

（次世代育成支援対策施設整備交付金（ハード交付金））   130億円  

地域の実情に応じた保育所、児童養護施設等の整備を推進する。  

（参考）平成18年度補正予算において、児童の安全確保のための耐震化整備や児童  

虐待緊急対策として一時保護の定員不足の解消のための整備を早急に推進す  

る。（78億円）  

（2）待機児童ゼロ作戦の推進など保育サービスの充実  3，715億円  

○ 待機児童解消に向けた保育所の受入れ児童数の拡大  3，265億円  

・ 民間保育所整備  

各市町村における整備計画に基づく民間保育所等の整備を推進する。  

（次世代育成支援対策施設整備交付金（130億円）の内数）  

民間保育所運営費  

待機児童解消を目指し、民間保育所における受入児童数の増を図る。  

18年度  19年度  

110．7万人 → 115．2万人（4．5万人増）  

450億円   Cl多様な保育サービスの提供  

延長保育の推進   

通勤の遠距離化など保護者のニーズに応じて開所時間を超えて実施する民間  

保育所の延長保育を推進する。   

（次世代育成支援対策交付金（365億円）の内数）  

病児・病後児保育の拡充   

病児・病後児の保育のニーズの高まりに対応するため、個々の保育所におけ  

る取組を推進する。  
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一時保育、特定保育等の充実   

専業主婦等のための緊急・一時的な保育を行う一時保育、保護者の就労形態  

の多様化などに伴う柔軟な保育を行う特定保育等を推進する。  

（3）総合的な放課後児童対策（「放課後子どもプラン」）の創設  

158億円  

「放課後児童クラブ」と文部科学省が実施するすべての子どもを対象とした「放課   

後子ども教室推進事業」を→体的あるいは連携して実施する「放課後子どもプラン」   

を創設し、原則としてすべての小学校区で放課後の子どもの安全で健やかな活動場所   

の確保を図る。  

○ 放課後児童クラブの必要な全小学校区への設置促進  158億円  

放課後児童クラブの未実施小学校区の早急な解消や適切な運営の確保等を図るた   

め、ソフト及びハード両面での支援措置を講じる。  

18年度  19年度  

14，100か所 → 20，000か所  
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の充実  脚                         261億円（24  

（1）小児科・産科をはじめ急性期の医療をチームで担う拠点病院づくり（新   

規・再掲）  5．8億円  

多くの病院で小児科医・産科医が少数で勤務している結果、勤務環境が厳しくなっ   

ている状況などを踏まえ、限られた医療資源の重点的かつ効率的な配置による地域の   

医療連携体制の構築を図る中で、小児科・産科医療体制の集約化・重点化を行うため、   

他科病床への医療機能の変更等に係る整備などを行う場合に、支援を行う。  

（2）小児救急電話相談事業の充実強化等、小児救急医療体制の更なる整備（再   

掲）  33億円  

小児救急電話相談事業（＃8000）の充実・普及や小児救急医療施設の休日夜間  

における診療体制の充実を図るなど小児救急医療体制の更なる整備を図る。  
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（3）不妊治療に対する支援  

特定不妊治療費助成事業の助成額を増額（年度10万円→年度1回10万円、2回   

まで）するとともに、所得制限を緩和する。  

（母子保健医療対策等総合支援事業（統合補助金）（42億円）の内数）  

（参考）平成18年度補正予算において、 不妊専門相談センターの相談体制の強化、  

生殖補助医療にかかる意識調査等を行う。（54百万円）  

5 児童虐待への対応など要保護児童対策等の充実  

802億円（770億円）  

（1）虐待を受けた子ども等への支援の強化  

○ 発生予防対策の充実  

781億円   

新たに、生後4か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する  

情報提供や養育環境等の把握を行う事業を実施するなど発生予防対策の充実を図る。   

（次世代育成支援対策交付金（365億円）の内数）  

○ 早期発見・早期対応体制の充実  

都道府県から要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）に専   

門家を派遣・配置するなど、市町村における早期発見・早期対応体制の充実を図る。  

（児童虐待・DV対策等総合支援事業（統合補助金）（23億円）の内数）  

（参考）平成18年度補正予算において、児童虐待について緊急的な対応を図るため、  

児童相談所等の対応迅速化の推進、一時保護の体制強化、要保護児童対策地域  

協議会（子どもを守る地域ネットワーク）の前倒し設置を進める。（13億円）  

○ 児童福祉施設や里親における保護・支援体制の充実  7∈；3億円  

児童養護施設等における施設の小規模ケア（小規模グループケア、地域小規模児   

童養護施設）や里親委託を推進するなど支援体制の充実を図る。  

○ 児童養護施設等の子どもなどの就学、就労に向けた支援  

児童養護施設等を退所する子どもやDV被害を受けた女性等が安心して、就職や   

住居を借りることができるよう、身元保証人を確保するための事業を新たに実施す   

る。  

（児童虐待・DV対策等総合支援事業（統合補助金）（23億円）の内数）  
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（2）配偶者からの暴力（ドメスティック・バイオレンス）への対策等の推進  

21億円  

配偶者からの暴力防止に関する相談、被害者の保護、自立支援等の一層の充実を図   

るため、婦人保護施設の心理療法担当職員の常勤化や、婦人相談所一時保護所におけ   

る同伴児童に対するケア体制の充実等を図る。  

母子家庭等自立支援対策の推進 1，643億円（1，630億円）  

（1）母子家庭等の総合的な自立支援の推進  

○ 自立のための就業支援等の推進  

（母子家庭等対策総合支援事業（統合補助金））  

35億円  

19億円   

就労サービスや養育費の確保等の役割を担う母子家庭等就業・自立支援センター  

の取組を強化するとともに、母子自立支援プログラム策定事業を推進する。  

○ 生活保護自立支援プログラムの着実な推進（再掲）  

生活保護を受給する母子世帯の自立を推進するため、福祉事務所等における「自   

立支援プログラム」の導入を一層推進する。  

（セーフティネット支援対策等事業費補助金（180億円）の内数）  

○ 在宅就業の支援（新規）  68百万円  

子育てと生計の維持という二重の負担を抱える母子家庭の母が良質な在宅就業を   

得るため、受注及び再発注のあっせんを行う事業等に対し支援を行う。  

O 「養育真相談一支援センター」の創設（新規）  71百万円  

養育費の取り決め等に関する困難事例への対応、地方公共団体の養育費相談機関   

の業務支援等を行う「養育費相談・支援センター」を創設する。  

（2）自立を促進するための経済的支援  1，609億円  

母子家庭等の自立を促進するため、児童扶養手当の支給や母子寡婦福祉貸付金の貸   

付による経済的支援を行う。  

35－   



7 児童手当国庫負担金  2，560億円（2，271億円）  

○ 児童手当の拡充  

児童手当における乳幼児加算を創設し、0歳以上3歳未満の児童に対する児童手   

当の月額を一律1万円とし、平成19年4月（6月支給分）から実施する。  

（参考）  

給付総額  10，267億円  

うち乳幼児加算分  1，374億円  
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介護保険制度の着実な実施を図るため、介護療養病床の円滑な転換を支援すると  

ともに、介護サービスの質の向上や介護給付の適正化を推進する。また、今後増加  

する認知症高齢者の対策や「孤立死ゼロ・プロジ ェクト」を展開し、高齢者が生き  

生きと安心して暮らせる地域づくりを支援する。   

また、65歳までの雇用機会の確保、「70歳まで働ける企業」の普及促進、団塊  

世代をはじめとする定年退職者等の再就職支援等によりいくつになっても働ける社  

会の実現に向けた環境整備を図る。   

年金制度については、持続可能で安心できる制度を構築するため、基礎年金国庫  

負担割合2分の1に向けた引上げに取り組むとともに、国民から信頼されるような  

制度運営とするため、社会保険庁改革を推進する。  

1 介護保険制度の着実な実施と認知症対策、孤立死防止対策等の   
推進  2兆718億円（2兆396億円  

（1）良質な介護サービスの確保  547億円  

○ 介護療養病床の転換と介護サービスの基盤の整備  477億円  

各都道府県が策定する「地域ケア整備構想（仮称）」を踏まえた介護療養病床の  

転換や地域密着型サービスの計画的な整備等を支援する。  

○ 介護サービスの質の向上  33億円  

「介護サービス情報の公表」制度の円滑な実施を引き続き支援するとともに、．介   

護支援専門員（ケアマネジャー）に対する実務研修や資格更新の際の研修など体系   

的な研修事業、介護福祉士に対する介護実習内容高度化モデル事業を実施する。  

（2）介護保険制度の円滑な運営  2兆80億円  

○ 介護給付の適正化の推進  11億円  

各都道府県による要介護認定の適正化等を内容とした「介護給付適正化プログラ  

ム」の策定を促進するとともに、市町村が行う認定審査等への支援を行う。  

○ 制度運営に必要な経費の確保  2兆59億円  

介護保険制度を着実に実施するため、介護（予防）給付、地域支援事業及び社会   

福祉法人による利用者負担軽減措置等の低所得者対策等に対する必要な支援を行う。  
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（3）認知症にやさしい地域づくり対策及び高齢者権利擁護等の推進（一部再   

掲）  20億円  
認知症ケアの人材育成や認知症に関する正しい理解の普及を推進するとともに、認   

知症の方々やその家族の状況やニーズに適切に対応するための支援体制の整備を促進  

する。  

また、高齢者虐待防止に関する研修や地域の実情に応じた権利擁護の取組を支援する。  

（4）「孤立死ゼロ・プロジェクト」の展開（新規）  1．7億円  

都市部を中心に、地域から孤立した高齢者などの死亡が社会問題となっている状況   

を踏まえ、このような孤立死を防止する観点から、国及び地方自治体が主体となって   

総合的な取組を推進する。  

2 いくつになっても働ける社会の実現  658億円（819億円）  

（1）65歳までの雇用機会の確保  316億円  

改正高年齢者雇用安定法に基づき65歳までの雇用確保を着実に推進するとともに、   

新たに、65歳以上定年制度を導入する中小企業等への支援を創設する。  

（2）「70歳まで働ける企業」の普及促進（新規・再掲）  22億円  

O 「70歳まで働ける企業」推進プロジェクトの実施  8．6億円  

O 「70歳まで働ける企業」に向けた定年引き上げ等の取組の促進  

14億円  

（3）団塊の世代をはじめとする定年退職者等の再就職支援の実施  

79億円  
65歳を超えても働くことができるよう、高年齢者の多様なニーズに応じた求人開   

拓や面接会等を行うとともに、新たにセミナー等を実施する。  

（4）シルバー人材センター事業の推進  140億円  
高年齢者が生きがいを持って地域社会で生活するため、定年退職後等において、軽   

易な就労を希望する高年齢者に対し、高年齢者の意欲や能力に応じた就労機会、社会   

参加の場を総合的に提供するシルバー人材センター事業を推進する。  
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3 持続可能で安心できる年金制度の構築  

7兆187億円（6兆6，446億円）  

○ 年金給付費国庫負担金  7兆187億円  

基礎年金国庫負担割合については、現行の国庫負担割合（1／3＋25／1000）   

に7／1000（平成19年度1，124億円）を加え、1／3十32／1000   

とする。  

○ 社会保障協定の推進  32百万円  

国際的な人的交流が活発化し、企業間の国際競争が激しさを増す中で、日本と外   

国の年金制度等への二重加入の回避と年金の受給権確保を図るため、社会保障協定   

の締結に向けた取組を着実に推進する。  

（参考1）平成19年度の年金額について   

年金額への影響（据え置き）  

（平成18年度）  （平成19年度）  

【サラリーマン世帯の標準的な年金額】  

厚生年金（月額） 232，592円 →  232，592円  

【老齢基礎年金】  

国民年金（月額）   66，008円 →  66，008円  

（注）平成18年の消費者物価指数の対前年比変動率は＋0．3％であるが、平成19   

年度の年金額については、平成15～17年度の実質賃金の伸び率等を勘案し、改   

定せず据え置き。  

（参考2）平成19年度の国民年金の保険料について  

【国民年金保険料月額】  

（平成18年度）  （平成19年度）  

13，860門  →  14，100円  

（注）平成19年度の国民年金保険料は、法律上平成16年度価格で14，140円   

とされているが、平成17年物価変動率が▲0．3％となったこと等から、  

14，100円となる。  
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4，813億円（4，952億円）   

公的年金の運営を再構築し、国民の信頼を回復するため、社会保険庁を廃止・解体  

し、公的年金に係る財政責任・管理責任は国が担うこととし、その運営に関する業務  

は新たな非公務員型の新法人を設けてこれに担わせるなど、社会保険庁改革関連法案  

の平成19年通常国会への提出を図る。   

また、法令遵守の徹底、事務処理方法の改善、閉鎖的な組織体質の解消など、事務  

処理体制の見直しを進めるとともに、国民サービスの向上、保険料収納率の向上、ガ  

バナンスの強化、民間委託の大幅な拡大等の取組を徹底するなど、業務改革・意識改  

革・組織改革の更なる推進を図る。  

（1）組織改革・職員の意識改革の推進  38百万円  

○ 業務の標準化・統一化の徹底等  3百万円  

社会保険事務所の業務の標準化・統一化の徹底、法令遵守の意識の徹底、能力重  

視の広域人事の断行等の取組を早急に進める。さらに、職員の能力・実績の評価を  

任用・給与に反映させる新人事評価を実施するなど、職員一人ひとりの意識改革を  

徹底する。  

○ 監査機能の強化  35百万円  

監査機能の強化を図るため、外部専門家を活用して業務・会計・個人情報管理に   

関する監査を実施する。  

（2）業務改革の推進  1，539億円  

○ 国民サービスの向上  5．9億円  

保険料納付実績や年金額の見込みを定期的に通知する「ねんきん定期便」を一部  

前倒しして実施する。  

○ 保険料収納対策の強化  122億円  

市町村からの所得情報を活用した強制徴収及び免除勧奨の実施、納付督励活動の   

着実な実施等により、国民年金保険料の収納対策を一層強化する。  
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○ 民間委託の拡大  29億円  

市場化テストのモデル事業のうち、国民年金保険料の収納事業について、対象社   

会保険事務所を大幅に拡大して公共サービス改革法に基づく民間競争入札を実施す   

るなど、民間委託を大幅に拡大する。  

・ 国民年金保険料の収納事業  35事務所 →  95事務所  

・ 厚生年金保険等の未適用事業所に対する適用促進事業  

104事務所 → 312事務所  

○ 社会保険オンラインシステムの見直し  1，382億円  

社会保険オンラインシステムについて、 競争入札を可能とし運用調達コストを削   

減するため、平成18年度から22年度までの5年間でシステムのオープン化（専   

用機器から汎用機器への移行、記録管理及び基礎年金番号管理システムのソフトウェ   

アの再構築等）を図り、汎用性のある効率的なシステムの構築を着実に実施する。  

なお、平成19年度税制改正大綱の内容に沿って、個人住民税の公的年金からの   

特別徴収について、 公的年金受給者の納税の便宜等を図る観点から、所要のシステ   

ム開発を行う。  

（3）事務・事業の効率化への対応等  1．4億円  

「被用者年金制度の一元化等に関する基本方針について」（平成18年4月閣議決定）   

に基づき年金相談等の情報共有化を推進するとともに、行政改革推進法に基づき平成   

19年度に厚生保険特別会計と国民年金特別会計を統合（年金特別会計）し、事務・   

事業の合理化・効率化を図る。  

※ 平成19年度は年金事務費の一部に保険料を充当する財政上の特例措置を継続   

し、平成20年度以降は恒久的な措置を講ずる。  
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